
南部町条件付一般競争入札実施要領 

 
（趣旨） 

第１条 この要領は、南部町が発注する建設工事（建設業法（昭和 24 年法律第 100 号。以

下「法」という。）第２条第１項に規定する建設工事をいう。以下同じ。）について実施す

る条件付一般競争入札について必要な事項を定めるものとする。 
 

（定義） 
第２条 この要領において「条件付一般競争入札」とは、南部町が地方自治法施行令（昭和 
 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。）第１６７条の５の２の規定により、契約ごと

に必要な資格を定め、当該資格を有する者により行う一般競争入札をいう。 
 

（対象工事） 
第３条 条件付一般競争入札に付する建設工事（以下「対象工事」という。）は、次の各号 
 のいずれかに該当する工事で、条件付一般競争入札により入札を行うことが当該入札を適 

正かつ合理的に行うため特に必要があると認められるものとする。 
 （１）設計金額が３千万円以上の土木工事及び２千万円以上の建築工事 
 （２）その他町長が必要と認める工事 
２ 対象工事の選定は、南部町建設業者選定規程（平成 18 年南部町告示第 35 号）第４条

に規定する審査会による審議を経た上で行うものとする。 
 

（入札参加形態） 
第４条 前条の規定により対象工事を選定するときは、併せて次の各号のいずれかに該当す

る入札参加形態を決定するものとする。 
 （１）単体企業による入札 
 （２）共同企業体による入札 
 （３）単体企業及び共同企業体の混合による入札 
２ 前条第２項の規定は、前項の規定による入札参加形態の決定について準用する。 
 

（入札参加資格） 
第５条 条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格（以下「入札参加資格」という。） 

は、次の各号に掲げるとおりとする。 
 （１）政令第１６７条の４第１項に規定する者に該当しないこと。 

（２）対象工事に対応する工種について法第３条の規定に基づく建設業の許可を受けて 
いること。 

 （３）南部町財務規則（平成 18 年 1 月南部町規則第 50 号）第１０７条の規定による一 
般競争入札に参加できない者でないこと。 

 （４）南部町建設業者工事施工能力審査規則（平成 18 年 1 月南部町規則第 123 号）第４

条の規定に基づく申請書を提出し、受理されていること。 
 （５）対象工事に対応する工種について建設業法施行規則（昭和 24 年建設省令第 14   

号）第２１条の４に規定する通知書（以下「総合評価値通知書」という。）の総合評

定値が対象工事ごとに定める基準を満たしていること。 
 （６）対象工事ごとに定める区域内に、法第３条第１項に規定する営業所を有しているこ

と。 
（７）対象工事ごとに定める基準を満たす主任技術者又は管理技術者を配置できること。 



（８）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の適用を申請した者にあっては、同法に基

づく裁判所からの更正手続開始決定がなされ、公正手続開始決定後の法第２７条の２

３に規定する経営事項審査を受けていること。 
（９）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の適用を申請した者にあっては、同法に基

づく裁判所からの再生手続開始決定がなされ、再生手続開始決定後の法第２７条の２

３に規定する経営事項審査を受けていること。 
（10）南部町建設業者等指名停止要領（平成 18 年 3 月 1 日）（以下「指名停止要領」と

いう。）に基づく指名停止の措置を、南部町条件付一般競争入札参加資格審査申請書

（以下「申請書」という。）の提出期限の日において受けていないこと。 
（11）その他町長が入札を適正かつ合理的に行うため必要があると認めた資格を有する

者であること。 
２ 第３条第２項の規定は、前項第１１号の規定による入札参加資格の決定について準用す

る。 
 

（公告） 
第６条 町長は、対象工事を条件付一般競争入札に付そうするときは、入札日から起算し 

て少なくとも１０日前までに政令第１６７条の６第１項の規定による公告（以下「公告」 
という。）を行い、その周知を図るものとする。 

 
（入札参加資格審査申請） 

第７条 条件付一般競争入札に参加しようとする者は、申請書（様式第１号）に、次の各号

に掲げる書類を添えて、当該公告で指定する期日までに町長に提出しなければならない。 
 （１）総合評定値通知書の写し 
 （２）配置予定技術者調書（様式第２号） 
 （３）施工実績調書（様式第３号） 
 （４）その他町長が必要と認める書類 
 

（入札参加資格の審査） 
第８条 町長は前条の申請書を受理したときは、入札参加資格の有無を審査し、書面により 
 通知するものとする。 
２ 入札参加資格がないと認めた者に対しては、南部町条件付一般競争入札参加資格審査結

果通知書（様式第 4 号）により通知するものとする。 
３ 前項の規定により入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、その決定に不服がある 
 ときは、町長が定める期限までに書面（様式第 5 号）により不服申立てができるものと 

する。 
４ 町長は、前項の規定による不服申立てに対しては、書面により速やかに回答するもの 
 とする。 
５ 町長は、不服申立てをした者に入札参加資格があると認める場合においては、第２項 
 の通知を取り消し、その請求書を当該入札に参加させるものとする。 
 

（入札参加資格の喪失） 
第９条 町長は、前条第１項又は第５項の規定により条件付一般競争入札に参加できること 
 となった者（以下「入札参加資格者」という。）が入札日までの間に次の各号のいずれか 

に該当することとなったときは、当該入札に参加させないものとし、その旨理由を付して 
当該入札参加資格者に通知するものとする。 

 （１）第５条第１項各号に規定する入札参加資格を欠いたとき。 



（２）南部町建設業者等指名停止要領（平成 18 年 3 月 1 日制定）に基づく指名停止の 
  措置を受けたとき。 

 （３）第７条の申請書又はその他の添付書類に虚偽の事項を記載していることが明らか 
   になったとき。 
 （４）前各号に掲げる者のほか、条件付一般競争入札に参加させることが、著しく不適 
   当と認められるとき。 
 

（事業協同組合の取扱い） 
第１０条 中小企業等協同組合法（昭和 24 年法律第 181 号）に基づき設立された事業協 
 同組合が条件付一般競争入札に参加しようとする場合は、その組合長は、当該同一の入 

札に参加することはできない。 
 

（設計図書） 
第１１条 当該工事の設計図書は、必要に応じ、閲覧、貸出、配布のいずれかの方法により 
 供覧するものとする。 
２ 町長は、前項の供覧に代えて、設計図書の販売を行うことができる。 
 

（質疑応答） 
第１２条 設計図書に関して質疑がある者は、提出期限日までに質疑応答書（様式第 6 号） 
 を町長に提出しなければならない。 
２ 町長は、前項の質疑があったときは、回答期限までに回答するものとする。 
 

（入札の執行） 
第１３条 入札の執行に関しては、次の各号による。 
 （１）条件付一般競争入札の執行に当たっては、南部町財務規則第１１８条第１項の規 
   程を適用する。 
 （２）入札の執行回数は、原則として２回を限度とする。ただし、予定価格の事前公表 

を行う場合は、執行回数を１回とする。 
 （３）入札に参加する者は、入札書と併せて工事費内訳書を提出しなければならない。 
 

（入札の中止等） 
第１４条 入札参加者が１名のときは、入札を行わないこととする。 
２ 入札に参加する者がいない場合は、入札を中止し、入札参加資格等を変更して、再度 
 入札を行うものとする。 
 

（その他） 
第１５条 条件付一般競争入札の実施に関し、この要領に定めのない事項については、別 
 に定めるものとする。 
 
 

附 則 
この要領は、平成２０年６月１日から施行する。 



                                   参加資格 
様式第１号（第 7 条関係） 

                         
 

  受付番号    番 

 

南部町条件付一般競争入札参加資格審査申請書南部町条件付一般競争入札参加資格審査申請書南部町条件付一般競争入札参加資格審査申請書南部町条件付一般競争入札参加資格審査申請書    

    

南 部 町 長 ○ ○ ○ ○ ○ ○  様 

 

住    所 

申請者 商号又は名称 

代 表 者 氏 名                         ㊞ 

     
  担当者連絡先 

     氏 名 

     電 話 

     ＦＡＸ 

 

 
 平成  年  月  日付けで入札公告のありました下記工事に係る入札に参加する

資格について確認されたく、公告に定められた書類を添えて申請します。 

 なお、添付書類の内容は事実と相違ないことを誓約いたします。 

 
記 

 
工事番号  ○○○○第    号 

 
工 事 名                          工事 

 

 

 

 

 
注１）申請書は、持参の方のみ受領といたします。 

注２）右上の「参加資格」欄は、申請者は記入しないでください。 

注３）公告に定める関係書類は、内容を確認の上提出してください。

有 無 



様式第２号（第 7 条関係） 

 

配 置 予 定 技 術 者 調配 置 予 定 技 術 者 調配 置 予 定 技 術 者 調配 置 予 定 技 術 者 調 書書書書    

 
（商号又は名称              ） 

    

氏  名（ 年 月 日） （  年  月  日生れ） 

法令による資格・免許 

（取得年月日・登録番号） 
  

工 事 名 工事 

発 注 者 名   

工 事 場 所   

請 負 代 金 額 金               円（消費税含む） 

工 期 平成  年  月  日から平成  年  月  日 

従 事 職 氏 名   

従 事 期 間 平成  年  月  日から平成  年  月  日 

工 

 

 

 
事 

 

 

 
経 

 

 

 
験 

工 事 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１）最近の代表的な工事（類似可）の経歴について記入して下さい。 

注２）但し、類似のものが無い場合は、その他主要なものについて記入して下さい。



様式第３号（第 7 条関係） 

 

施 工 実 績 調施 工 実 績 調施 工 実 績 調施 工 実 績 調 書書書書    

 
（商号又は名称              ） 

    

工 事 名 工事 

発 注 者 名   

工 事 場 所   

請  負  代  金  額  金               円（消費税含む） 

工 期 平成  年  月  日から平成  年  月  日 

工 事 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）最近の代表的な類似工事の実績１件を記入して下さい。



様式第４号（第 8 条関係） 

南部財政 第   号 

平成  年  月  日 

 

 
○ ○ ○ ○   様 

 

 
南 部 町 長 ○  ○  ○  ○  ㊞ 

 

 

南部町条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書南部町条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書南部町条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書南部町条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書    

 

 
 平成  年  月  日付けで申請のありました下記工事について、審査の結果、下記

の理由により参加資格がない旨を通知いたします。 

 この結果について、不服がある場合は所定の様式により、下記期限までに不服申立書を

財政課へ持参により提出してください。 

 
記 

 

１．工事番号  工事番号第○○○号 

 

２．工 事 名                      工事 

 

３．資格なしと認める理由 

 

 

 

４．不服申立期限 

        平成  年  月  日（ ）午前・後  時まで 

 

 

 

 

注）不服申立ては、別紙様式第５号で持参による提出のみを受理いたします。

 



様式第５号（第 8 条関係） 

平成  年  月  日 

 

 
南 部 町 長 ○  ○  ○  ○  様 

 

 
住    所 

商号又は名称 

代表者氏名 

 

 

南部町条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立南部町条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立南部町条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立南部町条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書書書書     

 

 
 下記工事の入札参加資格審査結果に、不服を申し立てます。 

 

 
記 

 

１．工事番号  工事番号第○○○号 

 

２．工 事 名                      工事 

 

３．不服がある事項及びその根拠 

 

    

      

 

 

 

注）不服申立ては、様式第５号による持参提出のみ受付けいたします。

 

 

 

 

 



様式第６号（第 8 条関係） 

質 疑 回 答 書 
 

南部町役場 財政課 行 

（FAX 0178-84-4404） 

（TEL 0178-84-2111） 

平成  年  月  日 

 
工事番号：工事番号第  号 

工 事 名               工事 

 

商号又は名称：                 印 

担 当 者 名：                 印 

TEL （   ） 

FAX （   ） 

質疑 
ＮＯ 質 疑 事 項 回    答 

１ 

  

２ 

  

３ 

  

※ 質疑事項質疑事項質疑事項質疑事項をををを記載記載記載記載のうえのうえのうえのうえ、、、、送信送信送信送信してくだしてくだしてくだしてくださいさいさいさい。。。。（（（（質疑事項質疑事項質疑事項質疑事項がないがないがないがない場合場合場合場合でもでもでもでも送信送信送信送信してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。））））    

※ ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸした場合は、必ず財政課 管財班まで連絡をお願いします。    

※ 工事内容工事内容工事内容工事内容は、担当課より回答いたします。



入札者心得 

 

 （競争入札の参加者の資格） 

第１条 競争入札には、成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない

者は、参加することができない。 

２ 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後２年

間競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者も、また、同様とする。 

 （１）契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の

品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

 （２）競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な

価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

 （３）落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた 

   者 

 （４）監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

 （５）正当な理由がなくて契約の履行をしなかった者 

 （６）前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約

の履行に際し、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

 

 (建設工事に係る一般競争入札の参加者の資格) 

第２条 建設工事に係る一般競争入札及び落札制限付一般競争入札に参加する者

は、前条第１項及び第２項に該当しないもので、かつ、次の各号に該当するも

のでなければならない。 

 （１）１年以上工事請負業に従事していること。 

 （２）個人にあっては、２年以来毎年納めた町の普通税の納税年額が入札金額

の 1,000 分の１を下回らないこと。 

 （３）法人又は組合にあっては、資本金額又は出資金額が入札金額を下回らな

いこと。ただし、法人で 2年以来、毎年納めた町の普通税が入札金額の 1,000

分の２を下回らないとき、又は合名会社及び合資会社でその無限責任社員

の１人、組合でその組合員の１人が前号に該当するときは、この限りでは

ない。 

 （４）130 万円以上の工事（壁紙工事を除く。）について、建設業法（昭和 24



年法律第 100 号）第３条第１項の規定による登録を受けていること。 

２ 入札者は、入札期日までに前項各号の参加資格について関係官公署又はこれ

に準ずる者の証明する書類を契約者に提出しなければならない。 

 

 （入札保証金） 

第３条 入札者は、入札書提出前に、見積る契約金額の 100 分の５以上の入札保

証金を出納員又は分任出納員に納めなければならない。ただし、入札保証金の

納付を免除された場合は、この限りではない。 

２ 前項の入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次の各号に掲げる有価

証券等を担保として提供することによって、これに代えることができる。 

 （１）政府の保証のある債券 

 （２）金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 

 （３）銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫

連合会の発行する債券（以下「金融債」という。） 

 （４）その他町長が確実と認めた担保 

３ 前項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるとこ

ろによる。 

 （１）国債及び地方債 政府に納めるべき保証金其の他の担保に充用する国債

の価格に関する件（明治 41 年勅令第 287 号）の規定及びその例による金

額 

 （２）政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額（発行価格が

額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格）の８割に相当する金額 

 （３）金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額 

 （４）その他町長が確実と認めた担保 別に定める額 

４ 入札保証金は、開札が終った後に還付する。ただし、落札者に対しては、契

約締結後に還付する。 

５ 落札者は、入札保証金を契約保証金の一部に充当することができる。 

６ 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は町に帰属する。 

 

 （入札等） 

第４条 入札に加わる者は、仕様書、図面、契約書案、現場等を熟覧の上、入札

しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約書案、現場等に



ついて疑点があるときは、関係職員の説明を求めることができる。 

２ 入札書は、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告又は通知書に示した

時刻までに、入札箱に入れなければならない。 

３ 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができ

ない。 

４ 入札者が代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければな

らない。 

５ 入札者又はその代理人は、同一の入札において、他の入札者の代理人となる

ことができない。 

６ 入札は、郵便によって行うことができない。 

 

 （入札の辞退） 

第５条 一般競争入札に参加する者及び指名業者（指名競争入札の参加者に指名

した旨の通知を受けた者をいう。）は当該入札の執行が完了するまでは、いつで

も当該入札を辞退することができる。 

２ 指名業者が入札を辞退しようとするときは、当該入札を辞退する旨を明記し

た書類を契約担当者に提出しなければならない。 

３ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益を受け

るものではない。 

 

 （公正な入札の確保） 

第６条 入札に参加する者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

（昭和 22 年法律第 54 号等）に抵触する行為を行ってはならない。 

 

 （無効の入札） 

第７条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 （１）入札の参加資格のない者がした入札 

 （２）同一の入札について２以上の入札をした者の入札 

 （３）公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他

不正の行為によって行われたと認められる入札 

 （４）入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤り若しくは識別し難

い入札又は金額を訂正した入札 



 （５）入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又

は入札保証金額の納付金額が不足である者がした入札 

 （６）その他入札条件に違反した入札 

 

 （同価格入札の取扱い） 

第８条 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、

くじで落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない

者があるときは、これに代えて、入札事務に関係ない職員にくじを引かせる。 

 

 （契約保証金） 

第９条 落札者は、契約を締結するときまでに、契約金額の 100 分の５（１件 130

万円を超える工事の請負契約にあっては、10 分の１）以上の契約保証金を出納

員又は分任出納員に納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付を免

除されたときは、この限りでない。 

２ 前項の契約保証金の納付は、国際又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等

を担保として提供させることによってこれに代えることができる。 

 （１）第３条第２項第１号から第３号までに掲げる有価証券 

 （２）銀行若しくは町長が確実と認めた金融機関の保証又は公共工事の前払金

保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第 184 号）第２条第４項に規定す

る保証事業会社の保証 

 （３）その他町長が確実と認めた担保 

３ 前項第２号の担保の価値は、その保証する金額とする。 

４ 第３条第３項の規定は、契約保証金についてこれを準用する。 

 

 （契約書の取り交わし） 

第 10 条 落札者は、落札決定の日から７日（契約の締結について議会の議決を要

するものについては、議会の同意があった旨の通知を受けた日から７日）以内

に契約書を取り交わさなければならない。ただし、契約締結延期の承認を受け

たときは、この限りでない。 

２ 落札者が前項の期限延期の承認を受けたときは、その期限)までに契約書を取

り交わさないときは、落札者としての地位を失うものとする。 

 



 （保証人） 

第 11 条 落札者は、契約（仮契約）を締結するときは、建設工事若しくは１件

130 万円を超えない製造の請負の場合又は物品の買入れの場合を除き、自己と

同等以上の資格及び能力を有する保証人を立てなければならない。 

 

 （契約書の提出部数） 

第 12 条 落札者は、契約書２通（保証人を置く場合は、３通）を契約担当者に提

出しなければならない。 

 

 


